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清
明
や
墓
参
り
の
為
、市
内
に
所
在
す
る

米
軍
施
設・
区
域
へ
の
立
入
り
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
4

月
は
清
明
祭
に
よ
り
多
数
の
申
請
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、余
裕
を
も
っ
て
申
請
さ
れ
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
施
設
名
】

①
ホ
ワ
イ
ト
ビ
ー
チ

②
キ
ャ
ン
プ・コ
ー
ト
ニ
ー
お
よ
び

　
キ
ャ
ン
プ
マ
ク
ト
リ
ア
ス

※
基
本
的
に
は
市
内
在
住
者
の
み

【
申
込
期
限
】

休
日・祭
日
を
除
い
た
、立
入
日
の
10
日
前
ま
で

【
申
請
に
必
要
な
事
項
】

①
立
入
者
の
氏
名
、住
所
、連
絡
先

②
立
入
日
及
び
立
入
時
間

③
立
入
の
際
に
使
用
す
る
車
両
番
号
等（
ホ
ワ

イ
ト
ビ
ー
チ
は
車
検
満
了
日
も
必
要
で
す
）

※
立
入
り
を
希
望
す
る
施
設
に
よ
っ
て
、申

請
方
法
が
若
干
異
な
り
ま
す
の
で
、お
気

軽
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。
な
お
、申
請
書

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
能
で
す
。

【
問
】防
災
基
地
渉
外
課
☎
9
7
3

－

5
0
2
9

　「
令
和
2
年
度
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お

よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」を
次
の
と
お

り
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
縦
覧
期
間
】

4
月
1
日（
水
）〜
30
日（
木
）

※
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く

※
土・日
曜
日・祝
祭
日
を
除
く

【
縦
覧
場
所
】資
産
税
課（
本
庁
舎
東
棟
1
階
）

【
対
象
】う
る
ま
市
内
に
土
地・
家
屋
を
有
す

る
固
定
資
産
税
の
納
税
者（
納
税
管
理
人
も

含
む
）、ま
た
は
そ
の
代
理
人（
代
理
人
の
場

合
委
任
状
が
必
要
で
す
）。

※
縦
覧
者
は
印
鑑
及
び
本
人
確
認
の
た
め
の

納
税
通
知
書
、運
転
免
許
証
等
が
必
要
で

す
。な
お
、納
税
通
知
書
が
4
月
15
日（
水
）

ま
で
に
届
い
て
い
な
い
方
は
、資
産
税
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
】資
産
税
課
☎
9
7
3

－

5
3
9
4

　
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た

時
は
、資
産
税
課
へ「
家
屋
滅
失
届
」を
提
出

し
て
下
さ
い
。
賦
課
期
日（
毎
年
1
月
1
日
）

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、家
屋
を
取
り
壊
し
て

も
届
け
出
が
な
い
場
合
は
、翌
年
度
以
降
も

引
き
続
き
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、必
ず
届
け
出
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、届
け
出
の
様
式
に
つ
い
て
は
資
産

税
課
窓
口
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

可
能
で
す
。

【
問
】資
産
税
課 

☎
9
7
3

－

5
3
9
4

防
災
基
地
渉
外
課 

☎
9
7
3

－

5
0
2
9

資
産
税
課 

☎
9
7
3

－

5
3
9
4

基
地
内
立
入
申
請
は
お
早
め
に
!

①
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

②
家
屋
を
取
り
壊
し
た
時
の
届
け
出

くらしの情報
イベント情報や各種講演会な
ど、市役所からの大切なお知ら
せです。詳細については、各お問
い合わせ先をご確認ください。

TEL 974-3111
FAX 973-9819

市 役 所
総合案内

交通規制のご協力願い交通規制のご協力願い
第20回あやはし海中ロードレース大会開催のため、下記のとおり交通規制を実施いたします。

　地域住民をはじめドライバーや沿道・輸送関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、大会役員の指
示、案内標識に従って交通規制実施のご協力をお願いいたします。

【お問合せ】あやはし海中ロードレース大会事務局  ☎978-9404 

【問】問合せ先

19 令和２年度市民税・県民税の申告は、3月16日（月）までとなっておりますので期限内に済ませましょう！

information うるま市役所　総合案内　TEL.974-3111　FAX.973-9819

18令和２年度市民税・県民税の申告は、3月16日（月）までとなっておりますので期限内に済ませましょう！
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